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(民事）

●独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした、劇映画の製作活動に対する助成金を交付し

ない旨の決定が、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であ

るとされた事例

（令和4年（行上）第234号・令和5年11月17日．第二小法廷判決破棄自判）

●抵当不動産の賃借人は、物上代位による賃料債権の差押え前に賃貸人との間でした、抵当権設

定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記差押え後の期間に対応する賃料債権とを直ち
に相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗できない

（令和3年（受）第1620号・令和5年11月27日第二小法廷判決破棄自判）

(刑事）

●公職選挙法129条、 142条1項と憲法21条、 31条

（令和5年（あ）第976号・令和5年11月2．0日第二小法廷判決棄却）

◎最高裁判所判例要旨一・一－－－－-一一…･…－…一一一-一--………－－……--…---．…･－－9
（民事）

●法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反す

るとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由

に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法

令の規定に違反していると認められるものに該当するか

（令和5年（行上）第143号・令和5年9月4日第一小法廷判決乗却）

●憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣

による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか

（令和4年（行ツ）第144号、同年（行上）第146号・令和5年9月12日第三小法廷判決棄却）

●公職選挙法14条、別表第3の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定の合憲性
（令和5年（行ツ）第54号・令和5年10月18日大法廷判決棄却）

●性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条

（令和2年（ク）第993号・令和5年10月25日大法廷決定破棄差戻し）

(刑事）

●強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある

とした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
． （令和4年（あ）第125号・令和5年9月11日第一小法廷判決破棄差戻し）
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●人事異動（11月22日～12月1日）
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令和5年1．2月15日第1828号裁判所時報

1項1号は、被上告人は、上記の目的を達成するため、

芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普

及を図るための公演、展示等の活動に対し資金の支給

その他必要な援助を行うこと等の業務を行う旨を規定

する。

振興会法17条は、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律(以下｢補助金等適正化法」という。 ）

の規定は振興会法14条1項1号の規定により被上告

人が支給する資金について準用する旨を規定する。

（2）理事長は、 「文化芸術振興費補助金による助成

金交付要綱」 （以下「本件要綱」という。 ）を定め、

振興会法14条1項1号の業務として、文化庁長官か

ら交付される文化芸術振興費補助金を財源に、劇映画

の製作活動等を対象とする本件助成金を交付している。

本件処分に係る手続がされた当時の本件要綱の定め等

による本件助成金の交付手続は、次のとおりである。

ア本件助成金の交付を受けようとする者は、助成

金交付要望書を理事長に提出する。理事長は、上記要
望書を受理したときは、外部の有識者で構成される芸

術文化振興基金運営委員会（以下「基金運営委員会」

という。 ）の議を経て、本件助成金の交付の対象とな

る活動（以下「助成対象活動」という。 ）及び交付し

ようとする助成金の額の内定（以下「交付内定」とい

う。 ）をし、上記の者に通知する。基金運営委員会は、

その下に設けられた分野別の部会及び専門委員会によ

る審査の結果を踏まえて理事長の諮問に対する答申を

行うところ、劇映画の場合、企画意図に則した優れた

内容の作品であること、スタッフ・キャスト等に高い

専門性、新たな創造性が認められること等が上記審査

の基準とされる。

イ交付内定の通知を受けた者は、その内容等を受

諾した場合には、助成金交付申請書を理事長に提出す

る。理事長は、上記申請書を受理したときは、その内

容を審査し、本件助成金を交付すべきと認めたときは、

その交付決定（振興会法17条、補助金等適正化法6

条1項）をし、上記の者に通知する。

（3）上告人は、平成30年4月頃、本件映画の製作

に着手し、同年11月22日付けで、本件映画の製作

活動につき、助成金交付要望書を理事長に提出した。

理事長は、平成31年3月22日、上記製作活動に係

る要望を採択すべき旨の基金運営委員会の答申を受け、

同月29日付けで上記製作活動を助成対象活動とする

交付内定（以下「本件内定」という。 ）をし、上告人

に通知した。 ’

本件映画の出演者の一人（以下「本件出演者」とい

う。 ）は、コカインを使用したとして、同月12日に

逮捕され、本件内定後の令和元年6月18日、麻薬及

び向精神薬取締法違反の罪により懲役1年6月、 3年

裁判例’

民事

◎独立行政法人日本芸術文化振興会の理事
長がした、劇映画の製作活動に対する助
成金を交付しない旨の決定が、上記理事
長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫
用したものとして違法であるとされた事
例

4

件名助成金不交付決定処分取消請求事件
■==』■■■■■■■■■■■■■

最高裁判所令和4年（行上）第234号

令和5年11月17日第二小法廷判決破棄自判

上告人株式会社スターサンズ

被上告人独立行政法人日本芸術文化振興会

原 審東京高等裁判所

主 文

原判決を破棄する。

被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人四宮隆史ほかの上告受理申立て理由につ

いて

1本件は、映画製作会社である,上告人が、被上告

人の理事長（以下、単に「理事長」 という。 ）に対し、

「宮本から君へ」と題する劇映画（以下「本件映画」

という。 ）の製作活動につき、文化芸術振興費補助金

による助成金（以下「本件助成金」という。 ）の交付

の申請をしたところ、理事長から、本件助成金を交付

することは公益性の観点から適当でないとして、本件

助成金を交付しない旨の決定（以下「本件処分」とい

う。 ）を受けたため、被上告人を相手に、本件処分の

取消しを求める事案である。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

（1）被上告人は、独立行政法人日本芸術文化振興会

法（以下「振興会法」という。 ）及び独立行政法人通

則法の定めるところにより設立された独立行政法人で

ある（振興会法2条） 。

振興会法3条は、被上告人は、芸術家及び芸術に関

する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動

その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対す

る援助を行うなどし、もって芸術その他の文化の向上

に寄与することを目的とする旨を規定し、同法14条

’ 1
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’間桝了猶予の有罪判決（以下「本件有罪判決」という。 ） いこと（振興会法17条、補助金等適正化法3条）等
を宣告された。本件有罪判決は、その頃、確定した。 に照らすと、芸術的な観点からは助成の対象とするこ
上告人は、同年7月2日までに、本件内定に係る助 とが相当といえる活動についても、本件助成金を交付
成金交付申請書を理事長に提出したが、理事長は、同すると一般的な公益が害されると認められるときは、
月10日付けで、本件映画には本件有罪判決が確定しそのことを、交付に係る判断において、消極的な事情
た本件出演者が出演しているので「国の事業による助 として考慮することができるものと解される。
成金を交付することは、公益性の観点から、適当では もっとも、本件助成金は、公演、展示等の表現行為
ない」として、本件助成金を交付しない旨の本件処分に係る活動を対象とするものであるところ（振興会法
をした。 14条1項1号） 、芸術的な観点からは助成の対象と

3原審は、上記事実関係等の下において、要旨次することが相当といえる活動につき、本件助成金を交
のとおり判断し、本件処分の取消請求を棄却した。 ． 付すると当該活動に係る表現行為の内容に照らして一

本件出演者は、本件映画のストーリーにおいて重要般的な公益が害されることを理由とする交付の拒否が

な役割を果たすなどしていた著名人であるところ、本広く行われるとすれば、公益がそもそも抽象的な概念
件有罪判決等が広く報道されたこと、本件出演者が犯であって助成対象活動の選別の基準が不明確にならざ

したのは重大な薬物犯罪であること、本件出濃者が出・ るを得ないことから、助成を必要とする者による交付

演していた他の映画等の多くでは代役による再撮影等の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎
の対応が採られていたこと等に照らすと、薬物乱用が縮的な影響が及ぶ可能性がある。このような事態は、

深刻な社会問題となっている状況の下において、理事本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的を害するのみ

長が、本件内定後に本件有罪判決が確定した事実を踏， ならず、芸術家等の自主性や創造性をも損なうもので
まえ、薬物乱用の防止という公益の観点から本件処分あり、憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨

をしたことにつき、重要な事実の基礎を欠いていると に照らしても、看過し難いものというごとができる。
か､その判断の内容が社会通念に照らし著しく妥当性そうすると､本件助成金の交付に係る判断において、
を欠いているということはできない。かえって、本件これを交付するとその対象とする活動に係る表現行為

映画の製作活動につき本件助成金を交付すれば、薬物の内容に照らして一般的な公益が害されるということ

に対する許容的な態度が一般的に広まり、ひいては、 を消極的な考慮事情として重視し得るのは、当該公益

被上告人が行う助成制度への国民の理解を損なうおそが重要なものであり、かつ、当該公益が害される具体

れがある。よって、本件処分が理事長の裁量権の範囲的な危険がある場合に限られるものと解するのが相当

を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められず、本である。

件処分は適法というべきである。 以上に説示したところは、本件要綱に一般的な公益

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること の考慮に関する定めがあるか否か等に.よって左右され
ができない。その理由は、次のとおりである。 るものではないP ◎

（1）本件助成金については、振興会法や補助金等適 （3）被上告人は、本件出演者が出演している本件映

正化法に具体的な交付の要件等を定める規定がないこ画の製作活動につき本件助成金を交付すると、被上告
と、芸術の創造又は普及を図るための活動に対する援人が「国は薬物犯罪に寛容である」といった誤ったメッ

助等により芸術その他の文化の向上に寄与するという セージを発したと受け取られて薬物に対する許容的な

本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的（振興会法3 態度が一般に広まるおそれが高く、このような事態は、
条）を達成するために限られた財源によって賄われる国が行う薬物乱用の防止に向けた取組に逆行するほか、

給付であること、上記の趣旨ないし目的を達成するた国民の税金を原資とする本件助成金の在り方に対する

めにどのような活動を助成の対象とすべきかを適切に国民の理解を低下させるおそれがあると主張する。こ

判断するには芸術等の実情に通じている必要があるこのことからすると、理事長は、本件処分に当たり、本

と等からすると、その交付に係る判断は、理事長の裁件映画の製作活動につき本件助成金を交付すると、本

量に委ねられており、裁量権の範囲を逸脱し又はこれ件有罪判決力轆定した本件出演者が一定の役を演じて

を濫用した場合に違法となるものというべきである。 いるという本件映画の内容に照らし､上記のような公

（2）そして、被上告人は、公共の利益の増進を推進益が害されるということを消極的な考慮事情として重

することを目的とする独立行政法人であり （振興会法視したものと解することができる。

3条の2、独立行政法人通則法2条2項） 、理事長は、 しかしながら、本件出演者が本件助成金の交付によ

本件助成金が法令及び予算で定めるところに従って公 り直接利益を受ける立場にあるとはいえないこと等か

正かつ効率的に使用されるように努めなければならな らすれば、本件映画の製作活動につき本件助成金を交

2



令和5年12月15日第1828号裁判所時報
U

付したからといって、被上告人が上記のようなメッセー

ジを発したと受け取られるなどということ自体、本件

出演者の知名度や演ずる役の重要性にかかわらず、に

わかに想定し難い上、これにより直ちに薬物に対する

許容的な態度が一般に広まり薬物を使用する者等が増

加するという根拠も見当たらないから、薬物乱用の防
止という公益が害される具体的な危険があるとはいい

難い。そして、被上告人のいう本件助成金の在り方に
対する国民の理解については､公金が国民の理解の下
に使用されることをもって薬物乱用の防止と別個の公

益とみる余地があるとしても、このような抽象的な公

益が薬物乱用の防止と同様に重要なものであるという

ことはできない。

そうすると、本件処分に当たり、本件映画の製作活

動につき本件助成金を交付すると、本件出演者が一定

の役を演じているという本件映画の内容に照らし上記

のような公益が害されるということを、消極的な考慮

事情として重視することはできないというべきである。
そして、前記事実関係等によれば、理事長は基金運営

委員会の答申を受けて本件内定をしており、本件映画

の製作活動を助成対象活動とすべきとの判断が芸術的

な観点から不合理であるとはいえないところ、ほかに

本件助成金を交付することが不合理であるというべき

事情もうかがわれないから、本件処分は、重視すべき

でない事情を重視した結果、社会通念に照らし著しく

妥当性を欠いたものであるということができる。

（4）以l-に上れば‐本件帆令は琿璽長の裁量権空
錨開左挽脱し立壮?-れ奔糯用1,キネ､の上L君てi童法_とlfl

うべ費である皇一

5以上と異なる原審の前記判断には、判決に影響

を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理

由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に

説示したところによれば、本件処分の取消請求を認容

した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を

棄却すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

| (薑蕊塞判蟇判髻島岡惠和野宣三浦守裁判官
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◎抵当不動産の賃借人は、物上代位による
賃料債権の差押え前に賃貸人との間でし
た、抵当権設定登記の後に取得した賃貸
人に対する債権と上記差押え後の期間に
対応する賃料債権とを直ちに相殺する旨
の合意の効力を抵当権者に対抗できない

’
万円とする根抵当権（以下｢本件根抵当権｣という。 ）

を設定し、その旨の登記をした。
(4)ア株式会社バデイグループは、平成29年11

月、被上告人から弁済期を平成30年4月30日とし

て3000万円を無利息で借り受け、また、被上告人

との間で、被上告人に対する建築請負工事に係る債務

1000万円につい'て、弁済期を同日とすることを約

した。

イ本件賃貸人は、平成29年1.1月、被上告人に

対し、バディグループの上記アの各債務につき書面に

より連帯保証をした（以下、これに基づく被上告人の

連帯保証債権を「本件被上告人債権2」といい、本件

被上告人債権1と併せて「本件各被上告人債権」 とい

う。 ） 。

（5）被上告人は、平成30年4月30日、本件各被

上告人債権について、本件賃貸人から’0万円の弁済
を受け､本件賃貸入どの間で残債権合計4980万円
の弁済期を平成31年1月15日に変更する旨合意し
た。

（6）被上告人は、平成31年1月15日、本件賃貸

人との間で、本件賃貸借契約における同年4月分から

平成32年（令和2年） 1月分までの賃料の全額19

80万円及び同年2月分から平成34年（令和4年）

2，月分までの賃料のうち3000万円（各月120万

円）の合計4980万円の債務について、期限の利益
を放棄した上で、この債務に係る債権（以下「本件賃

料債権」という。 ）を本件各被上告人債権と対当額で

相殺する旨の合意（以下「本件相殺合意」という。 ）

をした。

（7）上告人は、令和元年8月7日、大阪地方裁判所
に対し、本件根抵当権に基づく物上代位権の行使とし

て、本件賃貸借契約に係る賃料債権のうち、差押命令

の送達時に支払期にある分以降4000万円に満つる

までの部分を差押債権とする差押命令の申立てをした。

上記申立てに基づき、同月9日、差押命令（以下「本

件差押命令」という。 ）が発せられ、同月14日、被

上告人に送達され、同年12月9日、本件賃貸人に送

達された（以下、本件差押命令により差し押さえられ

た賃料債権を「本件被差押債権」という。 ） 。

（8）被上告人は、令和3年5月19日までに、上告

人に対し、本件被差押債権の弁済として、令和2年2

月分から令和3年4月分までの各月分につきそれぞれ

78万円（賃料月額198万円から本件相殺合意の対

象とされた120万円分を控除したもの）及び同年5

月分につき40万円の合計1210万円を支払った。

（9）上告人は、本件差押命令により、本件賃料債権

のうち、本件差押命令が被上告人に送達された後の期

間に対応する令和元年9月分から令和3年4月分まで

0

件名取立金請求事件

最高裁判所令和3年（受）第1620号

令和5年11月27日第二小法廷判決破棄自判

上告人大阪厚生信用金庫

被上告人株式会社エースタイル

原 審大阪高等裁判所

主 文

1原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

2被上告人は、上告人に対し、 2790万円を ’

支払え。

3訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山崎邦夫、同石川直基の上告受理申立て
理由について

1本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権

を行使して賃料債権を差し押さえた上告人が、賃借人

である被上告人に対し、当該賃料債権のうち2790

万円の支払を求める取立訴訟である。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次
のとおりである。

（1） 日本プランニング株式会社（以下「本件賃貸人」

という。 ）は、平成29年1月、被上告人との間で、

本件賃貸人が所有する第1審判決別紙物件目録記載の

建物（以下「本件建物」という。 ）を次の約定で被上

告人に賃貸する契約（以下体件賃貸借契約」という。 ）

を締結し、同年10月1日、本件建物を被上告人に引

き渡した。

， ア期間平成29年10'月1日～平成39年

（令和9年） 9月30日．

イ賃料月額198万円（引渡日から2か月

間は月額99万円）

毎月末日までに翌月分を支払う。

（2）被上告人は、平成29年9月、本件賃貸人に対

し、弁済期を平成30年4月30日、無利息、遅延損

害金を年2割と．して990万円を貸し付けた（以下、

-この貸付けに係る債権を「本件被上告人債権1」とい

う。 ）。

（3）本件賃貸人は、平成29年10月26日、上告

人のために、本件建物について極度額を4億7400

4
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登記後取得債権と相殺することに対する賃借人の期待

を抵当権の効力に優先させて保護すべきといえないこ

とは、上記にみたところと異なるものではない。そう

すると、上記合意は、将来賃料債権について対象債権

として相殺することができる状態を作出した上でこれ

を上記差押え前に相殺することとしたものにすぎない

というべきであって、その効力を抵当権の効力に優先

させることは、抵当権者の利益を不当に害するもので

あり、相当でないというべきである。

したがって、祇当不動産の賃借人は1－抵当権者が物

の3960万円及び同年5月分のうち40万円の合計

4000万円を差し押さえたと主張して、これから上

記(8)の支払分を控除した部分（以下「本件将来賃料債

権」という。 ）についての支払を求めているところ、

被上告人は、本件相殺合意の効力を上告人に対抗する

ことができると主張して争っている。

3原審は、上記事実関係等の下において、要旨次
のとおり判断して、上告人の請求を棄却すべきものと

した。

抵当不動産の賃借人が、抵当権者による物上代位権

の行使としての差押えがされる前に、賃貸人に対する

債権を自働債権とし、弁済期末到来の賃料債務につい

て期限の利益を放棄して同債務に係る債権を受働債権

とする相殺の意思表示をした場合には、相殺の効力を

否定すべき理由はなく、その後に抵当権者が当該債権

を差し押さえたとしても、差押えの効力が生ずる余地

はない。このことは、合意による相殺をした場合であっ

ても同様であって、被上告人は、上告人に対し、本件

相殺合意の効力を対抗することができる。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである6

（1）抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権

を行使して賃料債権の差押えをする前においては、原

則として、賃貸人に対する債権を自働債権とし、賃料

債権を受働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗す

ることができる。もっとも、物上代位により抵当権の

効力が賃料債権に及ぶ．ことは抵当権設定登記によって

公示されているとみることができることからすれば、

物上代位権の行使,として賃料債権の差押えがされた.後

においては、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に

対する債権（以下「登記後取得債権」という。 ）を上

記差押えがされた後の期間に対応する賃料債権（以下

「将来賃料債権」という。 ） と相殺することに対する

賃借人の期待が抵当権の効力に優先して保護されるべ

きであるということはできず、賃借人は、登記後取得

債権を自働債権とし、将来賃料債権を受働債権とする

相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないと

いうべきである。このことは、賃借人が、賃貸人との

間で、賃借人が登記後取得債権と将来賃料債権とを相

殺適状になる都度対当額で相殺する旨をあらかじめ合

意していた場合についても、同様である（以上につき、

最高裁平成11年（受）第1345号同13年3月1

3日第三小法廷判決・民集55巻2号363頁参照） 。

そして、賃借人が、上記差押えがされる前に、賃貸

人との間で、登記後取得債権と将来賃料債権とを直ち

に対当額で相殺する旨の合意をした場合であっても、

物上代位により抵当権の効力が将来賃料債権に及ぶこ

とが抵当権設定登記によっで公示されており、これを

卜代付権洋行伸して曾料借権存姜1/押さ貴ろ前に今一賃

ちに対当額で相穀する旨の合責か1/たとして#､ 当該

合萱の効力を抵当権署に封銃することは呈壷きたいシ鯉

するのが相当である暑_ ‐

（2）以上を踏まえて本件につき検討すると、本件相

殺合意の効力が被上告人に対する本件差押命令の送達

前に生じたか否かにかかわらず、本件相殺合意により

本件将来賃料債権と対当額で消滅することとなる対象
債権が本件根抵当権の設定登記の後に取得された本件

被上告人債権2であるときは、被上告人は、本件相殺

合意の効力を上告人に対.抗することはできないことと

なる。

そして、前記事実関係等によれば、平成30年4月

30日に弁済された10万円及び本件賃料債権のうち

本件差押命令の送達前の期間に対応する賃料債権99

0万円（平成31年4月分から令和元年8月分までの

賃料債権）は、まず本件被上告人債権1に充当される

ことになり、本件被上告人債権1 （990万円）はこ

れによ.りその全部が消滅しているから、本件相殺合意

の効力により本件将来賃料債権と対当額で消滅するこ

ととなる対象債権は本件被上告人債権2のみである。

そうすると、被上告人は、物上代位権を行使して本件

将来賃料債権を差し押さえた根抵当権者である上告人

に対し、本件相殺合意の効力を対抗することはできな

い。

5以上と異なる原審の判断には､判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由が

あり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示

したところによれば、本件将来賃料債権(2790万

円）の支払を求める上告人の請求は理由があるから、

これを棄却した第1審判決を取り消し、上記請求を認

容すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。なお、裁判官三浦守の補足意見、裁判官草野

耕一の意見がある。

裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

私は、多数意見に賛同するものであるが、本件相殺

5
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が、国民が享受する福利の総和を最大化するという観

点からみて、いずれの見解を是とすべきであるか、以
下、検討する。

（2） まず、相殺優位論は、対象不動産の担保価値か

ら将来賃料債権の担保価値（以下「賃料債権担保価値」

という。 ）を切り取り、賃料債権担保価値を当該不動

産の賃借人が有している債権についてだけ利用可能と

することを意味するものである。この帰結は、一見す’

るところ、対象不動産の担保価値を二つに分割しただ｜
けであって当該不動産が生み出す担保価値の総量は減

少しておらず、むしろ、担保価値の可分性を高めるこ
とによって担保価値の有効利用の機会を拡大させてい

るように思えるかもしれない。

しかしながら、抵当権が生み出す担保価値はいかな

る債権者であっても抵当権の設定を受けさえすれば享

受し得るものであるのに対して、賃料債権担保価値は

債権者が当該不動産の賃借人としての地位を有してい

なければこれを享受することができない。この結果、

相殺優位論を肯定した場合、不動産の所有者は、効率

的な資金の調達を断念するか、あるいは、効率的な不

動産の使用収益を断念するかの不利益を甘受しなけれ

ばならない。以下、その理由を具体的に説明する。

相殺優位論を採る場合には、まず、対象不動産の所

有者（賃貸人）が、所与の条件下において最も効率的

に資金を調達してこれを所有者に提供し得る者（すな

わち、所有者に対して同人にとって最も有利な条件で

資金を提供する用意のある者。以下「効率的な資金提

供者」という。 ）に抵当権を設定して資金を調達しよ

うとしても、賃料債権担保価値が切り出された担保価

値では不十分であるために資金調達そのものを断念す

ることが考えられる。次に、賃料債権担保価値分だけ

不足した資金を、賃料債権担保価値が利用可能な当該

不動産の賃借人から調達し得たとしても、当該賃借人

が効率的な資金提供者であるとは限らない。さらに、

賃料債権担保価値を除いては対象不動産に十分な担保

価値がないと判断した債権者が自ら当該不動産の賃借

人となるときは、当該不動産の担保価値を利用しての

効率的な資金調達を達成することは可能となるが、当

該債権者が、所与の条件下において当該不動産を最も

効率的に使用し得る者（すなわち、所有者から同人に

とって最も有利な条件で当該不動産を賃借する用意の

ある者。以下｢効率的な不動産使用者」という。 ）で
あるとは限らない。

更にいえば、抵当権は被担保債権に対してのみ（根

抵当権の場合は「極度額の限度においてのみ」 ）効力

を有するものであって、不動産の担保価値に余力があ

る場合には他の債権者も後順位抵当権者として同一の

不動産の担保価値を享受し得ることに鑑みるならば、

合意により本件将来賃料債権と対当額で消滅すること

となる対象債権が本件被上告人債権2のみであること

について補足する。

本件相殺合意は、本件賃料債権を本件被上告人債権

1及び本件被上告人債権2と対当額で相殺する旨を合

意したものであるが、相殺に関する充当の合意がされ

たものとはうかがわれず、平成29年法律第44号に

よる改正前の民法512条､｛489条の規定に照らし、
本件各被上告人債権の弁済の利益に鑑みれば、平成3

0年4月30日に弁済された10万円及び本件賃料債

権のうち本件差押命令の送達前の期間に対応する賃料

債権990万円は、まず本件被上告人債権1に充当さ

れるものと解される。そうすると、本件被上告人債権

1はこれにより全部が消滅しているから、本件相殺合

意の効力により本件将来賃料債権と対当額で消滅する

こととなる対象債権は本件被上告人債権2のみである。

裁判官草野耕一の意見は、次のとおりである。

私は多数意見の結論に賛成するものであるが、そこ

に至る理由に関しては多数意見と若干異なる部分があ

るので、以下、私の思うところを詳らかにしたい。
1抵当権制度（民法369条以下）には、対象不

動産の所有者がその使用収益を継続すること･を許容し

つつ、当該不動産の担保としての価値（以下「担保価

値」という。 ）を活用した金融取引を可能にするとい

う社会的意義があり、抵当権の物上代位（民法372

条、 304条）が不動産の収益の果実といえる賃料請

求権にも及ぶことを認めるに至った判例法は、この社

会的意義をより強固なものにしたといえるであろう。

上記の点を踏まえると、抵当権をめぐる法律問題を

検討するに当たっては、いかにすれば対象不動産の効

率的な使用収益と対象不動産の担保価値を利用しての

効率的な資金調達を達成し得るかという観点､．より広

い視点に立って言い換えれば、いかにすれば国民が抵

当権制度に関して享受する福利の総和を最大化し得る
かという観点から法解釈を行うことが適切であろう。

2(1)本件は、抵当権者が物上代位権を行使して将
来賃料債権を差し押さえたが、対象不動産の賃借人が

同人の保有している登記後取得債権との合意による相

殺を主張して当該将来賃料債権の支払を拒否したとい

う事案である（なお、検討の便宜上、以下においては

蟇臺墓灘鑿言籍鍾合駕雪慧襄雪齪三雲’
ての評価は4項で述べる。 ） 。この場合において採り

得る解釈論としては、上記相殺について抵当権者に対

抗できることを肯定する見解（以下、かかる見解を

「相殺優位論」 という。 ） と上記相殺について抵当権

者に対抗できることを否定する見解（以下、かかる見

解を「物上代位優位論」という。 ）の二つが考え得る

6
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取得債権であってしかも賃借人に固有の債権ではない

本件被上告人債権2を自働債権とし、本件将来賃料債

権を受側債権とする相殺に関しては、当然、物上代位

優位論が適用されるべきであり、この結論が、法定の

相殺とは形式的な法律要件に違いがあるに過ぎない合

意による相殺の場合において修正されるべき理由は見

いだし難い。よって、私は多数意見の結論に賛成する

次第である。

(裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官

岡村和美裁判官尾島明）

相殺優位論を採ることによって対象不動産の担保価値

を可分なものとすることにそもそも積極的意義は見い

だし難い。

（3） これに対し、物上代位優位論を肯定した場合に

は、相殺優位論とは異なりく賃料債権担保価値を含め

た対象不動産の担保価値を最大限に利用して調達し得

る限りの資金を効率的な資金提供者から調達し、他方
において、資金提供者の選択とは無関係に●効率的な

不動産使用者に対して当該不動産を賃貸することがで

きる。すなわち、物上代位優位論の下においては、対

象不動産の効率的な使用収益と対象不動産の担保価値

を最大限に利用した上での効率的な資金調達を同時に

達成することができる。

（4）以上によれば、国民の福利の総和の最大化とい

う観点からいえば、明らかに、物上代位優位論を肯定

し、相殺優位論を否定すべきである。

3 ここで、前項で述べたことに対して二つの限定

（クオリフイケーション）を付しておくことは、本意

見が妥当する範囲を明確にする上で有益であろう。

第1に、登記後取得債権が、敷金返還請求権のよう

に賃貸借契約の重要部分といえる合意から生じた債権

（以下「賃借人に固有の債権」という。 ）である場合

においては、物上代位優位論を否定し相殺優位論を肯

定し得る場合があるかもしれない。なぜならば､①賃

借人に固有の債権と将来賃料債権の相互間に相殺の担

保的効力を認めることは賃貸借契約の諸条件に関する

合意の効率的な形成を容易ならしめるものであり、他

方において、②不動産の賃貸借によって生み出される

収益の正味価値は、賃借人から賃貸人に支払われるキャッ

シュ・フロー（その中核となるのは賃料債権の支払で

ある。 ）の割引現存価値の総和から賃貸人から賃借人

に支払われるキャッシュ・フロー（その中核となるの

は賃借人に固有の債権の支払である。 ）の割引現存価

値の総和を差し引いたものと捉え得ることから、賃借

人に固有の債権と将来賃料債権の間の相殺を認めても

不動産の収益の果実に抵当権の効力を及ぼすという理

念が損なわれることにはならないと解する余地がある

,からである。
！ 第2に､本意見で述べていることは飽くまでも登記
後取得債権と将来賃料債権の問における相殺の可否に

に懸芙蔑瀧藤驫麟薑霜鰹壽
えがされる前の期間に対応する賃料債権を受働債権と

する相殺の可否についての見解を含意するものではな

､､。これらの場合については、以上で述べたこととは

別の論点（登記の公示の意義や差押えの効果等）につ

いて検討を加えねばならないからである。

4以上を踏まえて本件につき判断するに、登記後

、

町
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裁判所時報 令和5年12月15日第1828号

刑事
6

◎公職選挙法129条、 142条1項ど憲
法21条、 31条

●

件名公職選挙法違反被告事件

最高裁判所令和5年（あ）第976号

令和5年11月20日第二小法廷判決棄却

p

C

被告人前川清成

原審大阪高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥津周ほかの上告趣意のうち、公職選鑿渋1

29条、 142条1項の冬類壼とこういて憲法21条

Q

白

1

9

9

31条違反左いう

/ないこしは≦当裁判所の判

〕）第2265号同44年4

畠23巻4号235百）の繩

(最高裁昭和55年（あ）篭

例（最高裁昭和49年（お）

月23日大法妊半I|決・刑隼2

旨に徴]ご当て明らかである（昂

147只号同56年7月_2-1

35巻5号5－68頁‘最高裁35巻5号5－68頁‘最高裁

罰髄

台 ､

昭和55年（あ）第15

77号同57年3月23日篭ミノ|､法I壬判決・刑隼86

巻3-g-3-a-a頁参照）から触墾な_く_皇_判例違反を

いう点は、事案を異にする判例を引用するものであっ

て、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点

を含め、実質は単なる法令違反､事実誤認の主張であっ

て、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

よって、同法408条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官

岡村和美裁判官尾島明）
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令和5年12月15日第1828号裁判所時報

○公職選挙法14条、別表第3の参議院
（選挙区選出）議員の議員定数配分規定
の合憲性

最高裁判所判例要旨

民事

|’
令和5年（行ツ）第54号
令5 ． 10 ． 18大判棄却
民集77巻7号本誌1826号○法定受託事務に係る申請を棄却した都道

府県知事の処分がその根拠となる法令の
規定に違反するとして、これを取り消す
裁決がされた場合において、都道府県知
事が上記処分と同一の理由に基づいて上

記申請を認容する処分をしないことは、

地方自治法245条の7第1項所定の法
令の規定に違反していると認められるも

のに該当するか

、

令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙

当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選

挙法14条、別表第3の参議院（選挙区選出）議員の

議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値

の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等

状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条

1項等に違反するに至っていたということはできない。

（意見及び反対意見がある。 ）

|’
令和5年（行上）第143号
令5． 9 ．4－小判棄却
民集77巻6号本誌1823号

■

○性同一性障害者の性別の取扱いの特例に
関する法律3条1項4号と憲法13条

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の

処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、

これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県

知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認

容する処分をしないことは、地方自治法245条の7

第1項所定の法令の規定に違反していると認められる

ものに該当する。

令和
令5
民集

2年（ク）第993号
10．25大決破棄差戻し
77巻7号本誌1826号

&

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

3条1項4号は、憲法13条に違反する。

(個別意見がある。 ）

刑事○憲法53条後段の規定により国会の臨時
会の召集を決定することの要求をした国
会議員は内閣による上記の決定の遅滞を
理由として国家賠償請求をすることがで
きるか

■

○強要未遂罪の成立を認めた第1審判決に
は判決に影響を及ぼすことが明らかな事
実誤認があるとした原判決に、刑訴法3
82条の解釈適用を誤った違法があると
された事例令和4年（行ツ）第144号

同 年（行上）第146号
令5．9． 12三小判棄却
民集77巻6号本誌1823号

I

令和4年（あ）第125号
令5．9． 11－小判破棄差戻し
刑集77巻6号本誌1823号

’ ． 。

憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を

決定することの要求をした国会議員は、内閣による上

記の決定の遅滞を理由として《国家賠償法の規定に基

づく損害賠償請求をすることはできない。

（反対意見がある。 ）

労働組合の組合員である被告人両名らが、同組合の

組合員が稼働する会社の取締役を脅迫し､､同組合員を

雇用している旨の就労証明書の作成等を要求したとし

て強要未遂罪の成立を認めた第1審判決について、強

要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認した

と説示しつつ、第1審判決が前提とする事実のうち、

同社に同組合員を雇用している旨の就労証明書を作成

等すべき義務はないとしたことについての事実の誤認

を指摘しただけで、強要罪の成立を基礎付けるその余

の事実関係について、その認定の不合理性を検討しな

いまま、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認

寺
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裁判所時報 令和5年12月15日第．1828号

があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理

則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示

したものとはいえず（判文参照） 、刑訴法382条の

解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号によ

り破棄を免れない。
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令和5年12月15日第1828号裁判所時報

今

l■■■■■■■

’記事

◎人事異動

定年退官

山口簡易裁判所判事 安田光

(11月22日）
■

定年退官

大阪簡易裁判所判事 倉田孝雄

(11月23日）

定年退官

東京家庭・地方裁判所立川支部判事 野本淑子
（11月26日）

■

依願退官

横浜家庭・地方裁判師!|崎支部判事 池下朗
（11月28日）

事務総局民事局付

東京地方裁判所判事補

事務総局刑事局付

東京地方裁判所判事補

事務総局家庭局付

東京地方裁判所判事補

依願退官

大阪高等裁判所判事

竹田泰樹

』

谷山暢宏

牧野賢

鈴木陽一郎

(以上12月1日）
1
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裁、判所時報 令和5年12月15日第1828．号

口
内
閣
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附

則
第
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期

日
は
令
和
五
年
十
一
月
十
五
日
と
し
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
六

年
二
月
十
五
日
と
す
る
。

◎
刑
事
訴
訟
法
等
の
．
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
五
年
二
月
一
○
日
公
布
政
令
第
三
二
○
号
）

◎
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
五
年
三
月
一
○
日
公
布
政
令
第
三
一
九
号
）

内
閣
は
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
と
す
る
。

内
閣
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一

項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

◎
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

①

（
令
和
五
年
二
月
一
○
日
公
布
政
令
第
三
一
八
号
）
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